
資料 A 

救急業務における心肺蘇生の開始、中止に関わる現状に関するアンケート調査結果 

 

１． 調査概要 

（１） 調査の目的 

救急隊員の心肺停止傷病者に対応した際の、心肺蘇生の開始、中止に関わる現状を把握すること

を目的とする。 

 

（２） 調査方法 

・実施時期：平成 24 年 9月 

・調査対象：救急隊員として、2000時間以上ないし５年間以上の業務経験があり、救急救命士資格

の取得を目指し、救急救命東京研修所で研修中である北海道地方～九州・沖縄地方までの消防職員

（295名） 

・実施方法：添付のアンケート用紙と回答用のマークシート用紙を配り、回収ボックスに回収した。

マークシートを読み取り回答結果を作成した。 

 

（３） 回収状況 

・295名にアンケートを実施し、277名（93.9%）より回収した。 

 

 

２． アンケート回答者の属性について 

（１） 年齢（才） 

①20～24 ②25～29 ③30～35 ④36～39 ⑤40～44 ⑥45～ 

 

 

（２） 性別 

①男性 ②女性 

 

平成 25年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

救急医療体制の推進に関する研究（主任研究者 山本保博） 

救急救命士等の心肺蘇生の中止に関する研究   

（研究分担者 田邉晴山） 
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（３） 救急業務経験年数 

①～３年未満 ②３年以上～５年未満 ③５年以上～１０年未満 

④１０年以上～１５年未満 ⑤１５年以上～２０年未満 ⑥２０年以上 

 

 

（４） 役職 

①隊長経験あり ②隊長経験なし ③機関員経験のみ 

 

 

（５） これまでに救急業務として心肺停止に対応した件数（件） 

①5 件未満 ②5～9 ③10～19 ④20～49 ⑤50～99 ⑥100件以上 

 

 

 

２． 心肺停止への対応について 

（６） これまでに、傷病者本人がリビングウィルなどの書面によって心肺蘇生（積極的治療）を希望

しない意志を示していた事案に遭遇したことがありますか？ 

①有る ②無い ③不明 
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（７） （６）で①と回答した方のみにお聞きします。 

傷病者の意志に従い、心肺停止を中止しましたか？ 

①心肺蘇生を中止した ②心肺蘇生を継続した ③不明、その他 

※複数有る場合は、多いケースを選択 

 

 

（８） （６）で①と回答した方のみにお聞きします。 

予め定められた心肺蘇生の停止、非着手などについての活動基準（プロトコル）に基づいて活動し

ましたか？ 

①活動基準（プロトコル）に基づいて活動した。 

②活動基準（プロトコル）には基づかずに活動した。 

③活動基準（プロトコル）は定められたものがない。 

④その他 

※複数有る場合は、多いケースを選択 

 

 

（９） 貴方の所属する消防本部や MC協議会では、傷病者本人がリビングウィルなどの書面によって心

肺蘇生（積極的治療）を希望しない意志を示していた場合の活動基準（プロトコル）が定めていま

すか？ 

①定めていない 

②定めている 
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③不明、その他 

 

 

（１０） （９）で①と回答した方のみにお聞きします。 

そのような活動基準（プロトコル）の必要性を感じますか？ 

①強く望む ②有ると良い ③無くても良い ④不要 ⑤どれでもない、不明 

 

 

                                           

（１１） これまでに傷病者本人や家族が、書面以外の方法で心肺蘇生（積極的治療）を希望し

ない意志を示していた心肺停止事案に遭遇したことがありますか？ 

①有る ②無い ③不明 

※複数有る場合は、多いケースを選択 

 

 

（１２） （１１）で①と回答した方のみにお聞きします。 

傷病者や家族の意志に従い、心肺停止を中止しましたか？ 

①心肺蘇生を中止した ②心肺蘇生を継続した ③不明、その他 

※複数有る場合は、多いケースを選択 
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（１３） （１１）で①と回答した方のみにお聞きします。 

予め定められた心肺蘇生の停止、非着手などについての活動基準（プロトコル）に基づいて活動し

ましたか？ 

①活動基準（プロトコル）に基づいて活動した。 

②活動基準（プロトコル）には基づかずに活動した。 

③活動基準（プロトコル）は定められたものがない。 

④その他 

 

 

（１４） 貴方の所属する消防本部や MC協議会では、傷病者や家族が書面以外の方法で心肺蘇生

（積極的治療）を希望しない意志を示していた場合の活動基準（プロトコル）が定めていますか？ 

①定めていない 

 ②定めている 

 ③不明、その他 

 

 

（１５） （１４）で①と回答した方のみにお聞きします。 

そのような活動基準（プロトコル）の必要性を感じますか？ 

①強く望む ②有ると良い ③無くても良い ④不要 ⑤どれでもない、不明 
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（１６） これまでに、山岳地帯や遠洋で発生した心肺停止事例など悪路のため適切な治療が継

続できず傷病者の予後が絶望的と判断される心肺停止事案に遭遇したことがありますか？ 

①有る ②無い ③不明 

※複数有る場合は、多いケースを選択 

 
 

（１７） （１６）で①と回答した方のみにお聞きします。 

その時、心肺蘇生を中止しましたか？ 

①心肺蘇生を中止した ②心肺蘇生を継続した ③不明、その他 

※複数有る場合は、多いケースを選択 

 

 

（１８） （１６）で①と回答した方のみにお聞きします。 

そのような場合を想定して定められた活動基準（プロトコル）に基づいて活動しましたか？ 

①活動基準（プロトコル）に基づいて活動した。 

②活動基準（プロトコル）には基づかずに活動した。 

③活動基準（プロトコル）は定められたものがない。 

④その他 
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（１９） 貴方の所属する消防本部や MC協議会では、山岳地帯や遠洋で発生した心肺停止事例な

ど悪路のため適切な治療が継続できず傷病者の予後が絶望的と判断される心肺停止の場合の活動基

準（プロトコル）が定めていますか？ 

①定めていない 

 ②定めている 

 ③不明、その他 

 

 

（２０） （１９）で①と回答した方のみにお聞きします。 

そのような活動基準（プロトコル）の必要性を感じますか？ 

①強く望む ②有ると良い ③無くても良い ④不要 ⑤どれでもない、不明 

 

 

（２１） （６）、（１１）、（１６）の場合を除き、これまでに、自分が心肺停止傷病者の立場で

あれば、心肺蘇生を実施してほしくないと感じたことがありますか？ 

①有る ②無い ③不明 

※複数有る場合は、多いケースを選択 
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（２２） 例えば、「目撃がなく、バイスタンダーCPR が実施されておらず、救急隊到着時の心電

図が心静止であった場合」などの、傷病者の生存や社会復帰率が著しく低いと想定される場合は、

心肺蘇生を実施しないことも可能とするプロトコルを策定することについてどのように考えます

か？ （傷病者や家族の意志とは無関係に、また心肺蘇生が実施できるかできないかに関わらず、

いわゆる“medical futirity （医学的無益性）”の考えに基づいた適応の決定） 

 

①� く賛成 ②やや賛成 ③やや反対 ④強く反対 ⑤どれでもない、不明 
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資料 B 

岐阜県の救急活動プロトコール（抜粋）
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資料 C 

浜松における地域がん緩和ケアの取り組みーOPTIM プロジェクト中間報告ー（抜粋） 

厚生労働科学研究費補助金 第 3次対がん総合戦略研究事業 緩和ケアプログラムによる地域介入研究班 
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資料 D 

雑誌「救急医学」2013 年 7月（抜粋） 
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資料 E 

救急蘇生法の指針 2010（抜粋） 
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資料 F 

米国における心肺蘇生のガイドライン（AHA 2010）（抜粋） 
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資料 G 

八王子市高齢者救急医療体制広域連絡会資料 
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資料 H メディカルコントロール医師等の指示に基づいた心肺蘇生を希望しない意志を示した心肺停止事例に対する活動基準 （素案）

メディカルコントロール医師等の指示に基づいた 

心肺蘇生を希望しない意志を示した心肺停止事例に対する 

活動基準 （素案） 

〇基本的な事項 
・心肺蘇生を確認したら、心肺蘇生を希望しない意思表示の提示の有無

にかかわらず、明らかな死亡の場合を除き心肺蘇生を開始する。 
・書類等の内容、心停止の状況に、不自然な点や不明確なことがあれば

心肺蘇生の継続を優先する。 
・医師の指示が得られるまでは心肺蘇生を継続する。 
・心肺蘇生の中止は、あくまで処置の中止であって死亡診断ではない。 

 
〇留意点 
※１ 心肺蘇生を継続しつつ、確認する。 

   （家族等の承諾書への署名を得る。） 
※２ 書類等の記載内容の一定の要件の一例（詳細な検討が必要） 
   ①氏名の記載と、傷病者との一致の確認 
   ②日付の記載と、その日付が●月以内であること 
   ③心肺蘇生を希望しないことの意思表示 
   ④かかりつけ医の捺印または署名 

 など 
※３ 心肺停止の状況の一定の要件の一例（詳細な検討が必要） 
   ①外傷などの外因性の心肺停止が疑われる状況ではないこと 
   ②事件、事故による心肺停止が疑われる状況ではないこと 
   ③（バイスタンダーCPR がないこと） 
   ④（初回心電図波形が除細動の適応波形でないこと） 
   ⑤（傷病者が●歳未満でないこと） 

   ⑥（家族等が蘇生の実施を強く希望していないこと） 

 など 
※４ 直ちに応答できるオンライン MC 体制が必須である。  
※５ MC 医師には心肺蘇生についての豊富な臨床経験が求められる。 
   MC 医師がオンラインで判断する指針の整備が求められる。 
   死亡診断をするものではない。 
※６ 心肺蘇生の中止であり、死亡診断を意味するものではない。 
   傷病者には生体として対応する。 

心肺停止の確認 

提示なし  

 

 

 

 

 

通常の 

心肺蘇生の 

プロトコール

の継続 

書類等による心肺蘇生を希望しない 
傷病者の意志の提示があるか？ 

※１ 

医師の指示に基づく心肺蘇生の中止※６ 

搬送開始もしくはかかりつけ医等の 

現場への要請 

書類等の内容が 
一定の要件を満たすか？ 

※２ 

心肺蘇生の開始 

提示あり 

満たす 

満たさない 

心肺停止の状況が 
一定の要件を満たすか？ 

※３ 

満たす 

満たさない 

メディカルコントロール医師 or 

かかりつけ医に連絡※４ 

満たす 

医師から心肺蘇生の中止の 
指示を得たか？ 

※５ 

指示あり 

指示なし 

搬送先医療機関、かかりつけ医等による 

死亡確認 

16 
 



資料 I 

メディカルコントロール医師等の指示に基づいた心肺蘇生を希望しない意志を

示した心肺停止事例に対する活動基準の論点（未定稿） 

 

（１） 心肺蘇生を希望していないことを示した書面を所持していても、119番

通報をしているのであるから、消防機関の救急救命士としては、心肺蘇

生を希望していると判断して対応するのがよいのではないか？ 

 

多くの場合、119番通報をしたのは患者本人以外の者である。その場合、

119番通報による対応であっても、119番通報をした者よりも、本人の意

志を尊重して対応すべきではないか？ 

 

（２） 本人が書面によって心肺蘇生を希望しない意志を示していた場合であ

っても、後になって家族などから蘇生を試みなかったことに対し、責任

を問われる場合があるのではないか？ 

 

確かのその可能性はあるが、一方で、本人の希望に沿わずに心肺蘇生を

実施した場合には、家族などから「尊厳を傷つけた」などとして責任を

問われる可能性も想定される。そうであれば、家族等より本人の希望を

優先すべきでないか？ 

 

 いずれにしても、責任を問われる可能性のある事項であるからこそ、

指針の策定が必要ではないか？ そして、その指針は、現場で対応にあ

たる救急救命士等や、メディカルコントロール医師（MC医）の責任をで

きるだけ低減させるものである必要がある。そのために、現場の救急救

命士は MC医の判断に基いて対応にあたり、MC医は地域のメディカルコン

トロール協議会で策定された地域の指針に基いて判断し、地域のメディ

カルコントロール協議会は全国の標準的な指針に基いて地域の指針を定

めるのがよいのではないか？ 

そのためにも、国や学会等が策定した全国の標準的な指針が策定され

ることが望ましいのではないか？ 

 

（３） 医師法第 20条は、無診察治療を禁止しているが、その場にいない医師

が、蘇生の中止を判断し、救急救命士に指示することは、医師法第 20条

が禁止している「無診察治療」に該当するのではないか？ 
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全国の救急救命士が実施している気管挿管などの特定行為は、救急救命

士法で規定に基いて、その場にいない医師からのオンラインでの指示の

下に実施されている。これと同様に考えれば、その場にいない医師が、

蘇生の中止を判断し、救急救命士に指示することは、医師法第 20条が禁

止している「無診察治療」に該当しないと考えてよいのではないか？ 

 

（４） そもそも、救急救命士は、医師の指示に基づいて蘇生を中止することが

法的に可能か？ 

 

患者の自己決定権に基づいたものであり、医師の指示があれば、むしろ

中止すべきではないか？ 

 

（５） 救急隊は患者に処置を行わないで救急搬送してよいのか？ 

 

救急業務による救急搬送は、必ずしも処置を必須とはしていないので、

処置をしないまま搬送することは可能ではないか？ 実際に、例えば、

軽症患者では、観察のみで処置を実施しないで搬送する場合も多い。 

 

（６） 蘇生を中止した場合は、死亡診断を意味するのか？ 

 

あくまで医師による蘇生の中止の判断とそれに基づいた救急救命士の蘇

生の中止であり、死亡確認は、医療機関搬送後、もしくはかかりつけ医

の到着後に、医師によって行われるのがよいのではないか？ 

 

（７） 蘇生を中止した場合は、死亡診断を意味するのか？ 

 

あくまで医師による蘇生の中止の判断とそれに基づいた救急救命士の蘇

生の中止であり、死亡確認は、医療機関搬送後、もしくはかかりつけ医

の到着後に、医師によって行われるのがよいのではないか？ 

 

（８） 傷病者は、遺体として搬送するのか？ 

 

あくまで医師による蘇生の中止の判断とそれに基づいた救急救命士の蘇

生の中止であり、死亡確認は行われていないと考えれば、生体として搬

送するとするのがよいのではないか？ 
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（９） 蘇生を中止した傷病者を死亡確認のために搬送するとして、受け入れる

病院が円滑に確保できるのか？ 

 

地域で実際に実施する際には、救急搬送の受入れ搬送の実施基準に定め

るなどして、そのような場合に円滑に受入れが可能な医療機関について

調整をしておく必要があるのではないか？そのような場合の死亡確認等

に要する診療報酬上の整理も必要ではないか？ 

 

（１０） 医療機関に搬送された場合、死因究明や、警察への報告などに

ついてはどうすればよいか？ 

 

（心肺蘇生を希望し、心肺蘇生を実施した）通常の傷病者の病院での死

亡確認後の対応と同様の対応をとるのがよいのではないか？ 
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